
第３２号議案 

   特別区道路線の認定について 

 上記の議案を提出する。 

  平成２９年２月２２日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   特別区道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に基づき、

特別区道の路線を次のように認定する。 

             記 

１ 足立区江北四丁目地内    裏面のとおり 

 

 （提案理由） 

 付近交通の実状からみて、当該路線の必要を認めるので、この案を提

出いたします。 

 



幅　員

延　長

面　積

１１．００　～　１１．０３　ｍ

　　９６４．０４　㎡

８９．２０　ｍ

足 立 区 江 北 四 丁 目 地 内 略 図

都 県 境

区 　 界

町 丁 目 境

国 道 路 線

都 道 路 線

特 別 区 道 路 線

区 管 理 通 路

そ の 他 の 通 路

新認定特別区道路線

凡 　 例

江北（五）

江北（四）

江北四丁目第三児童遊園

江
北
四
丁
目
第
四
児
童
遊
園

江
北
四
丁
目
第
二
児
童
遊
園

江北四丁目児童遊園

高野小都立足立西高

上
沼
田
第
六
公
園

上沼田第二公園

江北平成公園

江北みどり公園

第２アパート
都住江北三丁目 上沼田中

３３

３０

１６

１５
１０

９

８

７ ４

３

２

１

３２

３１

３０

２９２８

２７

２６

２５

２４

２３
２２

２１

２０

１９

１８ １７

１６

１５

１４
８

７

６

５

４

３

２

１

３３

２６

２５
２４

２３

２２

２１

２０

１９

１６

１５ １４

１３

１２

４

上沼田第二公園

８

慈眼寺

公

公

公

公
公

児

児

児

児

都住江北三丁目アパート

江北（三）

都住江北四丁目アパート

都住江北四丁目アパート

第３アパート
都住江北三丁目

お
し
べ
通
り

江
北
バ
ス
通
り

１２５５－１

１２９４－１


